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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）その１
令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部

〇 国民の生命を守るためには、高齢者等を始め、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持すること
が重要である。

〇 各地域において感染経路の不明な患者やクラスターの発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる
爆発的な感染拡大の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。

〇 必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限
り抑制することが、上記の封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重要である。

1

新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実

〇 感染経路の中心は、飛沫感染及び接触感染（閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳や

くしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがある）。

①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）

②密集場所（多くの人が密集している）

③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）

〇 潜伏期間：１～14日（一般的には約５日） 濃厚接触者については14日間の健康観察が必要。

〇 感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多い。

〇 罹患しても約８割は軽症で経過。致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%（中国の確定患者での報告）

〇 年齢ごとの死亡者の割合は、60 歳以上の者では６%に対して、30 歳未満の者では0.2%であった（上記中国の報告）

〇 有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは存在せず、治療方法としては対症療法が中心。

接触機会⇩
（外出自粛の要請等）

感染経路不明患者⇩
クラスタ―の発生⇩

感染者数⇩
（高齢者等）

医療提供体制⇨
社会機能⇨

国民の生命
を守る‼

国民の生命を守るため、
国・地方公共団体・医療関係者・専門家・事業者を含む国民が一丸となって、
新型コロナウイルス感染症対策を進めていくため、基本的対処方針が示された

３つの条件が重なると
感染拡大リスクが高い
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）その２
令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部
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新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針

〇 各地域においてクラスター等の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する。

〇 サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、高齢者等を守り、重症者及び死亡者の発生を最小限に食
い止めるべく万全を尽くす。

〇 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への影響を最小限にとどめる。

（１）情報提供・共有

〇 政府は、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資す
る啓発を進めるとともに、冷静な対応をお願いする。

〇 政府は、民間企業とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。

〇 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等について迅速に情報を公開する。

〇 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の
多い大学等においても、帰国者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対する２週間の
外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。

〇 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住民に対して独自のメッセージや注意喚起を行う。

（２）サーベイランス・情報収集

〇 地方公共団体は、感染症法に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認める検査を実施する。

〇 都道府県は、医療機関等の関係機関により構成される会議体を設けること等により、ＰＣＲ等検査の実施体制の把
握・調整等を図り、民間検査会社等を活用する。

〇 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。



新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）その３
令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部
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（３）まん延防止サーベイランス・情報収集

〇 都道府県は、まん延防止策として、クラスター対策及び接触機会の低減を、感染状況を踏まえて、的確に打ち出す。

〇 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査により、個々の濃厚接触者に対する健康観
察、外出自粛の要請等を行うとともに、感染拡大の規模を正確に把握する。

〇 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合には、法に基づき、当該クラスターに関係する施設の休業や催
物（イベント）の自粛等の必要な対応を要請する。これに関連し、国及び地方公共団体間で緊密に情報共有を行う。

〇 都道府県は、密閉空間、密集場所、密接場面という３つの条件が同時に重なるような集まりについて自粛の協力を強
く求めるとともに、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するこ
とを含め、主催者による慎重な対応を求める。

〇 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。
都道府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、必要があると認めるときは、法に基づく総合調整を行う。

〇 厚生労働省は、地方公共団体と協力して、医療施設や高齢者施設等において職員が感染源とならないようにすること
も含め、院内感染や施設内感染対策を徹底するよう周知を行う。

〇 文部科学省は、３月 24 日に策定した「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」
に関し、今後の感染拡大の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、学校における感染防止
や感染者が出た場合の対応、必要に応じ地域における臨時休業の在り方等に関し追加的な指針を策定する。都道府
県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感
染者情報について速やかに情報共有する。

〇 政府は、職場等における感染の拡大を防止するため、労働者を使用する事業者に対し、事業場内及び通勤・外勤時
の感染防止のための行動（手洗い、咳エチケット等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤、自転車通勤の
積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状が見られる労働者への出勤免除（テレワークの指示を
含む。）や外出自粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼びかける。

〇 厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。



新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）その４
令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部
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（４）医療
① 地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。
・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症
者等に対する医療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、電話等情報通信機器を用いて遠隔で
健康状態を把握していくとともに、医師が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。

・ 自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿
泊施設等での療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じること。

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超えるおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相
談の上、必要な感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでかえって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、症状が軽
度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、かかりつけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。

② オーバーシュートや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基づく医療等の実施の要請等も
念頭におきつつ、医療提供体制の確保を進める。

・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れる医療機関の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核
病床や一般の医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な病床を確保すること。

・ 専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資等を迅速に確保すること。
・ 医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じて医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期
を検討すること。

・ 地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣を検討すること。

③ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取り組む。
・ オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進めること。
・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療
や動線が適切に確保された休日夜間急患センターの施設活用などを推進すること。

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。



新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）その５
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（５）経済・雇用

〇 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型コロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く
見極めながら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこととし、日本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措
置を講じていく。特に、新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が縮小する中で影響を受けているフリーランスを含め、様々な形態で働
く方々の雇用や生活を維持するとともに、中小・小規模事業者や個人事業主の方々が継続して事業に取り組めるよう制度を整える。

（６）その他重要な留意事項

１）人権等への配慮
・ 政府は、患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に配慮した取組を行う。
・ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する。
・ 国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。

２）物資・資材の供給
・ 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じて、マスクや消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、政府
は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、人工呼吸器等の必要な物資を国の責任で確保する。

・ 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、国民生活安定緊急措置法を適用し、マスクの転売行為を禁止す
るとともに、過剰な在庫を抱えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。

３）関係機関との連携の推進
・ 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の
把握を行う。

・ 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体等の関係者の意見を十分聞きながら進める。
・ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべての部局が協力して対策にあたる。

４）社会機能の維持
・ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水道、公共交通、通信等の維持を通して、国民生活及び国民経済への影響
が最小となるよう公益的事業を継続する。

・ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するため、必要に応じ、警戒警備を実施する。
・ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底する。
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

令和２年３月 28 日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると
の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。しかしながら、国内においては、
すでに感染経路の不明な患者の増加している地域が散発的に発生しており、
引き続き、持ちこたえているものの、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、
地域において、感染源が分からない患者数が継続的に増加し、こうした地域が
全国に拡大すれば、どこかの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規
模な流行につながりかねない状況にある。さらに、世界的に患者数と死亡者数
の急激な増加が見られ、国内で発見される輸入症例も増加している。 
このような状況を踏まえ、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条
の２第１項及び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づ
き、新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働
大臣から内閣総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政
府対策本部が設置された。 
国民の生命を守るためには、高齢者等を始め、感染者数を抑えること及び医

療提供体制や社会機能を維持することが重要である。 
現時点では、国内では、未だ大規模なまん延が認められる地域があるわ

けではないが、積極的疫学調査等のまん延防止策により、各地域において
感染経路の不明な患者やクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下
「クラスター」という。）の発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシ
ュートと呼ばれる爆発的な感染拡大（以下「オーバーシュート」という。）
の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止める

参考資料

MT
長方形
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ためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
 このように、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐ
る状況を的確に把握し、国や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、ここに法第 18 条第１項に規
定する基本的対処方針（以下「基本的対処方針」という。）として、対策を
実施するにあたって準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
なお、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザとはウイルスも

病態も異なる感染症であることから、新型インフルエンザ等対策政府行動
計画（平成 25年６月７日閣議決定）等の既存の計画を参考にしつつも、柔
軟に対策を選択していく必要があるが、政府としては、地方公共団体、医
療関係者、専門家、事業者を含む国民の意見をくみ取りつつ、協力して直
ちに対策を進めていくこととする。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
３月 26日までに、合計 42都道府県において合計 1,349人の感染者、46人
の死亡者が確認されている。 
国内の感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（第８回）において、クラスターの感染源が分からない感染者の増加が生
じている地域が散発的に発生しており、引き続き、持ちこたえているもの
の、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、地域において、感染源が分か
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らない患者数が継続的に増加し、こうした地域が全国に拡大すれば、どこ
かの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりか
ねないと評価されている。 
 一方で、海外の状況としては、令和２年３月 27日現在、新型コロナウイ
ルス感染症が発生している国は、南極大陸を除く全ての大陸に存在する状
況となっており、イランや欧米ではオーバーシュートの発生も確認されて
いる。また、こういった状況の中で、本年３月 19日以降、海外において感
染し、国内に移入したと疑われる感染者が連日 10 人を超えて確認されて
おり、また、これらの者が国内で確認された感染者のうちに占める割合も
13％（３月 11日―３月 18日）から 29％（３月 19日―３月 25日）へ増
加している。さらに、移入元の国については、流行当初は中華人民共和国
に集中していたが、現在では欧米を中心として多様化しており、輸入症例
の増加及び多様化の両面の影響を今後受ける可能性がある。 
 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 
・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である
が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で
あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ
るとされている。 

・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③
密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
という３つの条件が同時に重なる場では、感染を拡大させるリスクが
高いと考えられる。 

・ 世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時
点において潜伏期間は 1-14 日（一般的には約５日）とされており、ま
た、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報など
も踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察す
ることとしている。 

・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持
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続することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いことが報告
されている。 

・ 中国における報告（令和２年3月9日公表）では、新型コロナウイルス感
染症の入院期間の中央値は 11日間と、季節性インフルエンザの 3日間
よりも、長くなることが報告されている。 

・ 罹患しても約８割は軽症で経過し、治癒する例も多いことが報告されている。 
・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報
告されている。中国における報告（令和２年2月28日公表）では、確定患者
での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され
ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は約
0.1％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に
おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高
いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ
スクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、
施設内感染対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡
者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者では
0.2%であったとされている。 

・ 現時点では、有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは
存在せず、治療方法としては対症療法が中心である。なお、現時点では
ワクチンが存在しないことから、新型インフルエンザ等対策政府行動計
画に記載されている施策のうち、予防接種に係る施策については、本基
本的対処方針には記載していない。その一方で、治療薬としては、いくつ
か既存の治療薬から候補薬が出てきていることから、患者の観察研究
等が進められている。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
・ 情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域においてクラスター等
の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する。 
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・ サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、高齢者等を守
り、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

・ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への
影響を最小限にとどめる。 

・ なお、対策は、感染者の増加に伴い不可逆的に進むものではなく、例え
ば、地域で感染者が確認された早期の段階で、クラスター等の封じ込め
及び接触機会の低減が奏功し、当該地域での感染者の発生が抑制された
場合には、強化した対策を適宜適切に元に戻す。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況
の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を
進めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民にわかりやすい疫学解析情報の提供。  
・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底。 
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ電話で
相談することが望ましいことの呼びかけ。 

・ 厚生労働省が作成する「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診
の考え方」をわかりやすく周知。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連
携させ、かつ、ＳＮＳ等の媒体も積極的に活用することで、迅速かつ積極
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的に国民等への情報発信を行う。 
③ 政府は、民間企業とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十分
な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ
いて迅速に情報を公開する。 

⑤ 外務省は、感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切な情報提
供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する２週間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して独自のメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 地方公共団体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 12条
に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認める検査
を実施する。 

② 厚生労働省は、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関におけ
る検査体制の強化を図る。また、都道府県は、医療機関等の関係機関により
構成される会議体を設けること等により、ＰＣＲ等検査の実施体制の把握・
調整等を図り、民間検査会社等を活用する。 
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③ 都道府県別にＰＣＲ等検査の実施人数や陽性者数、陽性率等の分析結果
を定期的に公表する。 

④ 厚生労働省は、感染症法第12条に基づく医師の届出とは別に、国内の流
行状況等を把握するため、既存のサーベイランスの効果的な利用やさらに
有効なサーベイランスの仕組みを構築する。仕組みの構築に当たっては現
場が混乱しないように留意する。 

⑤ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑥ 政府は、迅速診断用の簡易検査キットの開発を引き続き進める。 

 
（３）まん延防止 
① 都道府県は、まん延防止策として、クラスター対策及び接触機会の低
減を、地域での感染状況を踏まえて、的確に打ち出す。 

② 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとと
もに、感染拡大の規模を正確に把握する。 

③ 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合には、法第
24条第9項に基づき、当該クラスターに関係する施設の休業や催物（イ
ベント）の自粛等の必要な対応を要請する。これに関連し、国及び地方
公共団体間で緊密に情報共有を行う。 

④ 都道府県は、密閉空間、密集場所、密接場面という３つの条件が同
時に重なるような集まりについて自粛の協力を強く求めるとともに、全
国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない
場合は中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。
その上で、感染が拡大傾向にあり、オーバーシュートの予兆がみられる
などの地域では、期間を示した上で、外出や催物の開催の自粛について
協力を迅速に要請する。その結果、感染が収束に向かい始めた場合には、
感染拡大のリスクの低い活動から自粛の要請の解除を行うこととする。
特に大都市圏では、人口数及び人口密度が高く、交通の要所でもあるこ
とを踏まえて、十分な注意を払うこととする。 
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⑤ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確
保及び育成を行う。 

⑥ 厚生労働省は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見られ
た場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣を行う。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点か
ら、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内
の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施する
ため必要があると認めるときは、法第24条に基づく総合調整を行う。さら
に、都道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報
共有に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要
があると認めるときは、法第20条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、
感染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅
速に行えるよう必要な支援を行う。 

⑧ 厚生労働省は、地方公共団体と協力して、医療施設や高齢者施設等におい
て職員が感染源とならないようにすることも含め、院内感染や施設内感染
対策を徹底するよう周知を行う。 

⑨ 文部科学省は、３月 24 日に策定した「新型コロナウイルス感染症に
対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」に関し、今後の感染拡
大の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、学
校における感染防止や感染者が出た場合の対応、必要に応じ地域におけ
る臨時休業の在り方等に関し追加的な指針を策定する。都道府県は、学
校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、
地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有
する。 

⑩ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

⑪ 政府は、職場等における感染の拡大を防止するため、労働者を使用す
る事業者に対し、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動（手
洗い、咳エチケット等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤、
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自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状
が見られる労働者への出勤免除（テレワークの指示を含む。）や外出自
粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼
びかける。 

⑫ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染
拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェック・
健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実施する。
なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の
業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

⑬ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要
に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うととも
に、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

⑭ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条
の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に
利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の
確保に努める。 

 
（４）医療 
① 厚生労働省は、地方公共機関や関係機関と協力して、感染拡大の状況
に応じ、以下のように、地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。 
・ 現行では、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来により、
適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者へ
の外来医療を提供すること。 

・ また、医師の判断により検査を実施し、患者が認められた場合には、感染
症法第19条に基づく感染症指定医療機関等への入院勧告・措置を実施し、
まん延防止を行いつつ、患者に対し、適切な医療を提供すること。 

・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれが
あると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症者等に対する医
療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、
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電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していくとともに、医師
が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備
すること。 

・ また、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等
への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等で
の療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族
内感染のリスクを下げるための取組を講じること。 

・ 患者が更に増加し帰国者・接触者外来での医療提供に支障をきたすおそれ
がある地域では、地域の感染状況や医療需要に応じて、帰国者・接触者相談
センターの体制を強化したうえで、帰国者・接触者外来を増設し、外来を早
急に受診できる体制を整備すること。 

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超
えるおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な
感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでか
えって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、症状が軽度であ
る場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、かかり
つけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。 

② 厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、オーバーシュー
トや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基
づく医療等の実施の要請等も念頭におきつつ、以下のように、医療提供
体制の確保を進める。 
・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れる医療機関
の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床や一般の
医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるた
めに必要な病床を確保すること。 

・ 専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資等を
迅速に確保し、適切な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じて医師
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の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を
検討すること。 

・ 地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣を
検討すること。 

・ 例えば、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産
科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること。 

・ 地域でのオーバーシュートに備え、都道府県域を越える場合も含めた広域
的な患者の受入れ体制を確保すること。 

③ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取
り組む。 
・ 関係省庁と協力して、オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の
利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進める
こと。 

・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、
一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療や動線が適切
に確保された休日夜間急患センターの施設活用などを推進すること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医
療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬やワクチン等の開発を加速
すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待される
ものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施
すること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の下で実
施されるよう、時期や時間に配慮すること。 

 
（５）経済・雇用対策 
 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型コ
ロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く見極めな
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がら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこととし、日
本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措置を講じていく。特に、
新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が縮小する中で影響を受けて
いるフリーランスを含め、様々な形態で働く方々の雇用や生活を維持すると
ともに、中小・小規模事業者や個人事業主の方々が継続して事業に取り組め
るよう制度を整える。 
 
（６）その他重要な留意事項 
１）人権等への配慮 
① 政府は、患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に配慮した取
組を行う。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の
自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者
などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

２）物資・資材の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じて、マスクや消毒薬、食
料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、政府は、
感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、人工呼
吸器等の必要な物資を国の責任で確保する。例えば、マスク等を国で
購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布することや、感染拡
大防止策が特に必要と考えられる地域において必要な配布を行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、
国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）第26条第１項を適
用し、マスクの転売行為を禁止するとともに、過剰な在庫を抱えることの
ないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政府は、繰り
返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬を含む医薬品、
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医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努めるとともに、国産
化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体等の関係者の意見
を十分聞きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて
の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして
いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける
国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

４）社会機能の維持 
① 指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水道、公共交通、
通信等の維持を通して、国民生活及び国民経済への影響が最小となるよう
公益的事業を継続する。 

② 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

③ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

④ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）その他 
① 今後の状況が、緊急事態宣言の要件に該当するか否かについては、
海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者やクラス
ターの発生状況等の国内での感染拡大の状況を踏まえて、国民生活及
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び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府
対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上
で総合的に判断することとする。 

② 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言するにあ
たっては、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で行
う。 

 



新型コロナウイルス感染症とは
～ 高齢者施設等向け ～

令和２年３月３０日
三重県医療保健部 新型コロナウイルス感染症対策チーム

資料２

MT
長方形



コロナウイルスとは？
これまでに、人に感染する「コロナウイルス」は、７種類見つかっており、その中の一つが、昨年12月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナ
ウイルス（SARS-CoV2）」です。 このうち、４種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10～15％（流行期は35％）を占め、多くは軽症です。
残りの２種類のウイルスは、2002年に発生した「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群
（ＭＥＲＳ）」です。 コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違う他の動物に感染することは稀（まれ）です。また、アルコール消
毒（70％）などで感染力を失うことが知られています。

どうやって感染するの？
現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）と接触感染の2つが考えられます。

（１）飛沫感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳（せき）、つば など）と一緒にウイルスが放出され、
他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。

※感染を注意すべき場面：屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき

（２）接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。
未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、
感染者に直接接触しなくても感染します。

※感染場所の例：電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど

（引用）首相官邸ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ （令和２年３月１７日更新版）
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 1

新型コロナウイルス感染症について

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html


（引用）首相官邸ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ （令和２年３月１７日更新版）
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 2

一人ひとりができる新型コロナウイルス感染症対策は？
■新型コロナウイルスに感染しないようにするために

（１）手洗い
ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理
の前後、食事前などこまめに手を洗います。

（２）普段の健康管理
普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。

（３）適度な湿度を保つ
空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。

まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒な
どを行い、できる限り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。
また、人込みの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすときはご注意下さい。

アルコールを用いた
手指消毒も
同じように行う

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html


（引用）首相官邸ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ （令和２年３月１７日更新版）
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 3

一人ひとりができる新型コロナウイルス感染症対策は？
■ほかの人にうつさないために

＜咳エチケット＞
咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻を
おさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との間で交わ
される環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html


（引用）首相官邸ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ （令和２年３月１７日更新版）
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 4

新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ

発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加は控えてください。休んでいただくこと
はご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労
働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者
に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等
の心配があるときには、これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談ください。

新型コロナウイルスへの感染のご心配に限っては、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」 にお問い合わせください。特
に、「相談・受診の目安」として以下の条件に当てはまる方は、同センターにご相談ください。

 風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
■強いだるさ（倦怠感（けんたいかん））や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器
疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

 風邪の症状や37.5度以上の発熱が２日程度続く場合 ・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

「帰国者・接触者相談センター」では、皆さまから電話での相談を受けて感染が疑われると判断した場合には、帰国者・接触者外来へ確実に受
診していただけるよう調整します。その場合には、同センターより勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することは控
えてください。

同センターで、感染の疑いがないと判断された場合でも、これまで同様かかりつけ医を受診していただけます。その場合、肺炎症状を呈するなど、
診察した医師が必要と認める場合には、再度同センターと相談の上、受診を勧められた医療機関でコロナウイルスのＰＣＲ検査を受けていただき
ます。

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html


新型コロナウイルス感染症の感染経路・潜伏期・症状
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ウイルスが増える
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発熱・せきなどの症状

感染しない

感染

無症状
（無症状病原体保持者）

飛沫感染
接触感染

発症

潜伏期
1－14日間（5日前後が多い）* 

*WHO Q&A
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

基本再生産係数 (R0) 2-2.5* (1人が何人に感染させるか) 
*Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019
https://www.mhlw.go.jp/content/000603023.pdf
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中国55,924の確定例の症状

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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新型コロナウイルス対策の目的（基本的な考え方）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020223.pdf
新型コロナウイルス感染症対策本部（第12回）資料１（令和2年2月23日）

国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域には
小規模患者クラスターが把握されていることから、集団発生を防ぎ、感染の拡大を抑制すべき時期。

厚労省Q&A
（一般の方向け）

問３

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020223.pdf


国の感染拡大防止の方針（クラスタ―対策）
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（出典）新型コロナウイルス感染症対策本部（第13回）（令和２年2月25日） 資料１
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020225.pdf

【クラスターの発生が確認された場面と条件】
これまで集団感染が確認されたケースに共通するのは、次の3つの条件が同時に
重なった場であった。
・換気の悪い密閉空間であった
・多くの人が密集していた
・近距離での会話や発声が行われた(密接場面)

【クラスターの発生リスクを下げるための３原則】
・換気を励行する
・人の密度を下げる
・近距離での会話や発生、高唱を避ける （出典）首相官邸ウェブサイト

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（抜粋）
（2020年3月9日）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020225.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5


新型コロナウイルス感染症の特徴
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http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0

中国44,672名のデータ（2020年2月11日まで）

30歳～69歳の患者数が多い。致死率は、高齢になるほど高い
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感染した場合の受診・診断・治療
１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。

２．帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安

○ 新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、帰国者・接触者外来を受診し、
PCR検査（新型コロナウイルスの遺伝子検査）にて診断を行う。

３．診断

○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。
・ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方
（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。）
・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

○ なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場合には、帰国者・接触者相談セ
ンターに御相談ください。
・ 高齢者
・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方
・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

○ 新型コロナウイルスのPCR検査が陽性となった場合は、感染症指定医療機関に入院し治療を受けることとなる。
新型コロナウイルス感染症に対する治療法は確立されていないため、対症療法（症状を抑える治療や酸素投与
など）となる。

４．治療



高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症対策の留意点

面会制限
（緊急やむをえない場合を除く）

持 ち 込 ま な い

職員体温測定
（各自出勤前）

発熱時は
出勤しない

委託業者等
の出入りも
最小限に

（玄関での物品の
受け渡しなど）

拡 げ な い

職員 ↔ 入所者
入所者 ↔ 入所者

咳エチケット
（マスク着用）

手洗い
アルコール手指消毒

利用者の健康
状態の確認

（参考）社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点（令和２年２月24日付け事務連絡）をもとに図式化
内容を一部追記している

入所者の医療機関
受診時に注意

・検温回数を増やす
・注意深い症状観察

資料３

MT
長方形



介護施設・事業所で新型コロナウイルス
の感染拡大を防止するために

職員、利用者のみならず、委託業者等も含めて、マスクの着用を

含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒を徹底しましょう。

1 咳エチケットや手洗い等の徹底

２ 出勤前の職員／送迎前の利用者の体温計測

 利用者と接する介護職員のほか、事務職や送迎を行う職員、ボラン

ティア等、すべての職員は各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症

状がある場合には出勤しないことを徹底しましょう。

 利用者の送迎前には本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、

発熱等の症状がある場合には利用をお断りしましょう。

３ 面会の制限

面会は緊急やむを得ない場合を除き、制限するようにしましょう。

面会がある場合は、面会者にも体温を計測してもらい、発熱が

ある場合は面会をお断りするようにしましょう。

４ 委託業者からの物品の受け渡しは玄関で

委託業者等からの物品の受け渡し等は、玄関等施設の限られ

た場所で行いましょう。施設内に立ち入る場合は、体温を計測し

てもらい、発熱がある場合は入館をお断りするようにしましょう。

高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患）を抱える方については、

３７．５℃以上の発熱が２日以上続いた場合／強いだるさや息苦しさがある場合

には、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けてください。

施設において、症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果確定まで間が空く場合は…

 感染の疑いがある利用者を原則個室に移す

 感染の疑いがある利用者が部屋を出る場合はマスクをする

 感染の疑いがある利用者とその他の利用者の介護等は、可能な限り担当職員を分ける

厚生労働省



施設利用者等で新型コロナウイルス感染症を疑う場合の対応

①利用者が37.5℃以上又は呼吸器症状が２日以上続く

②帰国者接触者相談センターの指示に従い、
医療機関（帰国者・接触者外来）の受診が指示される。
（受診先はその際に指示されます）

検査結果が出るまで、施設で待機 検査結果がでるまで、自宅で待機
【施設待機時の留意点】
・疑いがある利用者を原則個室に移す
・個室が足りない場合は、同じ症状の人を同室とする
・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、
職員はマスクを着用する
・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクを着用する
※疑いある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、
可能な限り担当職員を分けて対応する

検査結果が陽性であれば入院

帰国者接触者相談センター連絡先
〇 9時～21時まで 〇21時～翌９時まで
桑名保健所 0594-24-3625 三重県救急医療情報センター
鈴鹿保健所 059-382-8672 059-229-1199
津保健所 059-223-5184 が必要に応じて、センターに連絡
松阪保健所 0598-50-0531
伊勢保健所 0596-27-5137
伊賀保健所 0595-24-8070
尾鷲保健所 0597-23-3428
熊野保健所 0597-89-6115
四日市市保健所 059-352-0594

(作成) 2020年3月30日 三重県医療保健部・新型コロナウイルス感染症対策チーム・長寿介護課

経過観察
（相談センターの指示に従う）

入院
（肺炎がある場合など）

【参考】社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のための留意点（令和2年2月24日事務連絡）

通所・短期入所・訪問介護サービス等

まずは、嘱託医・施設医に連絡・相談する。
施設等で診療が可能な場合は適切な診療・加療を行い、新型コロナウイルス感染症を疑う場合は、
以下の連絡先（帰国者・接触者相談センター）に電話連絡

入所施設・居宅系サービス



施設利用者等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
（入所施設、居住系サービス）

患者発生時の対応（概要）

施設保健所 病院

患者

患者の入院濃厚接触者調査
（患者と他の入所者・

職員との接触状況の確認、
PCR検査・健康観察）

施設における対応

※入所者と接触する職員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合も類似の対応

①情報共有・報告
※ 受診時の検査結果は、受診した医療機関または保健所から、ご本人または施設へ連絡されます。
陽性結果の連絡を受けた職員は、以下の報告・情報共有を行う
・速やかに施設長等への報告
・施設内での情報共有
・指定権者への報告
・利用者の家族等への報告

②消毒・清掃等の実施
保健所の指示に従い、
・患者の居室、共有スペースの消毒・清掃の実施
（手袋を着用し、消毒用エタノールまたは、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる）

③濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
保健所と相談し、以下に該当する者（濃厚接触者）を特定する
・患者と同室または長時間の接触があった者
・適切な防護具無しに患者の診察・看護・介護等をしていた者
・患者の気道分泌液、体液、排泄物に直接触れた可能性が高い者

④濃厚接触が疑われる利用者への対応
・原則として個室に移動
・当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応
・部屋の換気を１、２時間ごとに５～10分行う。共有スペースや他の部屋についても窓を開け換気
・ケアの開始時、終了時に手洗いまたは手指消毒を行う
・体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする（共有する場合は消毒用エタノールで清拭）
・来訪者に対して、利用者との接触の制限を行う

⑤濃厚接触が疑われる職員への対応
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。
・発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。

職員・他の入所者

(作成) 2020年3月30日 三重県医療保健部・新型コロナウイルス感染症対策チーム・長寿介護課

施設の消毒等の指示

【参考】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和2年3月6日事務連絡）

・濃厚接触者がPCR陽性となれば
入院加療
・陽性者が多数となる場合は、行
政機関・近隣の医療機関と連携
して対応を検討

・PCR陰性の利用者については、
施設利用の継続を前提とする

検査結果が陽性であった場合の



施設利用者等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
（通所・短期入所等）

・都道府県等は、公衆衛生対策の観点から休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した
場合、社会福祉施設等に対して、その全部又は一部の休業を要請する。感染のおそれがある利
用者等について、必要と認める場合には、サービス利用を避けるよう要請する。
・都道府県等は、地域の住民等に対して必要な情報を提供するとともに、認可権者等と連携して、
社会福祉施設等を通じて、家族等にも同様の情報を提供する。

患者発生時の対応（概要）

施設保健所 病院

患者

患者の
入院

濃厚接触者調査
（患者と他の利用者・職員との接触
状況の確認、PCR検査・健康観察）

施設における対応

※利用者と接触する職員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合も類似の対応

①情報共有・報告
※ 受診時の検査結果は、受診した医療機関または保健所から、ご本人または施設へ連絡されます。
陽性結果の連絡を受けた職員は、以下の報告・情報共有を行う
・速やかに施設長等への報告
・施設内での情報共有
・指定権者への報告
・利用者の主治医、担当の居宅介護支援事業所等に報告

②消毒・清掃等の実施
保健所の指示に従い、
・患者が利用した部屋や車両等の消毒・清掃の実施
（手袋を着用し、消毒用エタノールまたは、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる）

③濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
保健所と相談し、以下に該当する者（濃厚接触者）を特定する
・患者と長時間の接触があった者
・適切な防護具無しに患者の診察・看護・介護等をしていた者
・患者の気道分泌液、体液、排泄物に直接触れた可能性が高い者

④濃厚接触が疑われる利用者への対応
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・①の報告を受けた居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、必要なサービスを確保する
・短期入所利用者においては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応を行うこと

⑤濃厚接触が疑われる職員への対応
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。
・発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。

職員・
他の入所者

(作成) 2020年3月30日 三重県医療保健部・新型コロナウイルス感染症対策チーム・長寿介護課

施設の消毒等の指示

【参考】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和2年3月6日事務連絡）

利用停止等の措置及び臨時休業等の判断

【参考】社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について（令和2年2月18日事務連絡）

検査結果が陽性であった場合の



施設利用者等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
（訪問介護事業者等）

患者発生時の対応（概要）

訪問介護事業所等
保健所 病院

患者

患者の
入院

濃厚接触者調査
（患者と職員との接触状況の確認、

PCR検査・健康観察）

訪問介護事業所等における対応
①情報共有・報告
※ 受診時の検査結果は、受診した医療機関または保健所から、ご本人または施設へ連絡されます。
陽性結果の連絡を受けた職員は、以下の報告・情報共有を行う
・速やかに施設長等への報告
・施設内での情報共有
・指定権者への報告
・利用者の主治医、担当の居宅介護支援事業所等に報告

②濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
保健所の指示に従い、
・患者と長時間の接触があった者
・適切な防護具無しに患者の介護をしていた者
・患者の気道分泌液、体液、排泄物に直接触れた可能性が高い者

③濃厚接触が疑われる利用者への対応
・①の報告を受けた居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する
・地域の保健所とよく相談した上で、訪問介護の必要性を再度検討すること

④訪問介護事業所等がサービス提供を行う場合
③の結果、訪問介護の必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には以下の点に留意
・基礎疾患を有する者や妊婦等は、感染した際に重篤化する恐れが高いため、勤務上の配慮
を行うこと
・サービス提供に当たっては、地域の保健所とよく相談した上で、感染防止策を徹底すること。具
体的には、 サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用エプロンの着用、咳エチケットの徹底
を行うと同時に、事業所内でもマスク着用する等感染機会 を減らすための工夫行うこと。

⑤職員への対応
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。
・発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。

(作成) 2020年3月30日 三重県医療保健部・新型コロナウイルス感染症対策チーム・長寿介護課

【参考】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和2年3月6日事務連絡）

※ 複数の施設を利用している場合や職員が新型コロナウイルス感染症と診断される場合
もあり、患者発生の状況は様々想定される

・利用者が濃厚接触者（疑いを含
む）と判明した場合は、接触の
程度、訪問介護の必要性を踏ま
え、サービス提供の是非を検討

検査結果が陽性であった場合の



知事指示事項 

令和２年３月３０日 

 
１ 「基本的対処方針」をふまえ、感染防止対策の徹底についてあらゆる手段を
活用し、強く発信すること。また、感染が蔓延する万が一の場合にそなえ、患
者が急増した際の病床や人工呼吸器等の設備の確保、圏域を越えた患者の受入
体制の構築など、万全を期して医療提供体制の整備を進めること。 

 
２ 各部局においては、県民の皆様の不安解消に向け、設置している相談窓口等
を活用し、引き続き、相談等に丁寧かつ迅速に対応すること。 

新たに取りまとめられる国の緊急経済対策について積極的に情報収集を行
うとともに、新型コロナウイルス感染症が県内経済に及ぼす影響は刻一刻と変
化し、深刻さを増していることから、県民の皆様の雇用や暮らしを守るため、
切れ目のない支援を行うことが重要であることから、国の緊急経済対策を待つ
ことなく、県独自の新たな経済対策の検討に着手すること。 

 
３ 千葉県の障害者福祉施設において、国内最大規模のクラスター（患者集団）
が新たに確認されたこともふまえ、高齢者施設向けに策定した新型コロナウイ
ルス感染症対策のマニュアルに準じて、障害者福祉施設を対象としたマニュア
ルを早急に策定し、周知・徹底を図ること。 

 
４ 万が一、本県でクラスター（患者集団）が発生した場合に、迅速かつ的確に
対応するため、県の対策本部の事務局に防災・危機管理部局も含めるとともに、
保健所の体制強化に迅速に取り組むこと。あわせて、住民の行動変容に資する
啓発を進めるとともに、冷静な対応をお願いするため、本日の本部員会議の内
容も含め、市町との情報共有の徹底を図ること。 

 
５ 新型コロナウイルス感染症については、ＳＮＳ等により患者個人の特定につ
ながる内容や人権侵害、誹謗中傷、患者の勤務先の風評被害が懸念されるよう
な情報が見受けられることから、各部局においては、あらゆる機会を活用し、
差別や偏見が絶対に行われないよう呼びかけるとともに、県民の皆様の不安解
消の観点からも、正確な情報を迅速かつ的確に発信すること。 

 
６ 国内においても一日あたりの感染者数が急増している地域があることや近 
隣県等でも多くの感染者が確認されていることをふまえ、新年度スタートにあ
たり、各部局においては感染拡大が続く地域への不要不急の出張や訪問を控え
ることを徹底すること。 
また、感染防止対策を徹底するため、三つの条件「密閉・密集・密接」に該

当する場所の利用を控えるとともに、テレワーク、時差通勤、在宅勤務などの
多様な手段を積極的に活用すること。 

 

 

 



 

 

 

 


